
共同研究契約書（案） 

首都高速道路株式会社（以下「甲」という。）、首都高機械メンテナンス株式会社（以下「乙」とい

う。）及び○○○株式会社（以下「丙」という。）は、｢トンネル非常口扉の遠隔点検システム導入に関

する研究｣（以下｢本研究｣という。）に関して以下のとおり共同研究契約（以下｢本契約｣という。）を締

結するものとする。 

（目的） 

第１条 甲、乙及び丙（以下総称して「関係当事者」という。）は、本契約に基づき、共同で本研究を

行うこととする。 

（定義） 

第２条 本契約において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。 

一 ｢研究成果｣とは、本共同研究に基づき得られたもので、本共同研究の目的に関係する発明、考

案、意匠、著作物、ノウハウ等の技術的成果をいう。 

二 ｢知的財産権｣とは、次に掲げるものをいう。 

イ 特許法（昭和３４年法律第１２１号）に規定する特許権、実用新案法（昭和３４年法律第１

２３号）に規定する実用新案権、意匠法（昭和３４年法律第１２５号）に規定する意匠権、商

標法（昭和３４年法律第１２７号）に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法

律（昭和６０年法律第４３号）に規定する回路配置利用権、種苗法（平成１０年法律第８３

号）に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利 

ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意

匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録出願により生じた権利、回

路配置利用権の設定の登録を受ける権利、品種Ａ登録を受ける権利及び外国における上記各権

利に相当する権利 

ハ 著作権法（昭和４５年法律第４８号）に規定するプログラムの著作物及びデ一タベースの著

作物（以下「プログラム等」という。）に係る著作権並びに外国における上記権利に相当する

権利 

ニ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、関係当事

者協議の上、特に指定するもの（以下「ノウハウ」という。） 

三 ｢発明等｣とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについ

ては考案、意匠権及び回路配置利用権の対象となるものについては創作、商標権の対象となるも

のについては商標並びに育成者権の対象となるものについては育成をいう。 

四 ｢出願等｣とは、特許権、実用新案権、商標権及び意匠権については出願、回路配置利用権につ

いては設定登録の申請、育成者権については品種登録の出願、並びに外国における上記各権利に

相当する権利の申請、登録及び出願（仮出願を含む。）をいう。 

五 知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第２条第３項に定め

る行為、意匠法第２条第３項に定める行為、商標法第２条第３項に定める行為、半導体集積回路

の回路配置に関する法律第２条第３項に定める行為、種苗法第２条第５項に定める行為、著作物

のあらゆる利用行為並びにノウハウの使用をいう。 

（研究の題目等） 

第３条 関係当事者は、次の研究を実施するものとする。 

一 研究題目：トンネル非常口扉の遠隔点検システム導入に関する研究 

二 研究目的：トンネル非常口扉は、トンネル内での火災その他の災害発生時に発災空間から安  

全空間に避難する際に使用する施設である。そのため確実に避難ができるよう、定期的に機能 

維持点検を行う必要があり、多くの作業時間と労力を要している。 

将来、労働人口の減少が予測されていることからトンネル非常口扉の確実な機能確保を維持  

するためには、より効率的な点検の検討が必要と考える。 



本研究は、トンネル非常口扉の遠隔点検システム導入に際しての課題抽出、実現性検証を行い、 

装置及び点検システム構築に向けた研究を行うものである。 

三 研究内容：本研究は、都市内高速道路上での実証実験等を通じて、トンネル非常口扉の遠隔点

検システムの構築及び導入検討を行うものである。実証実験は、首都高速中央環状線山手トンネ

ル内回りのスライド式非常口扉：計５ヶ所程度を予定している。 

四 研究分担：別表第１に示すとおりとする。 

五 研究スケジュール：当社が提示する実証実験計画書に基づくものとする。 

六 研究実施場所：当社が指定する場所（首都高速中央環状線山手トンネル内回り）とする。 

２ 関係当事者は、必要に応じ、前項に定める研究を実施するための詳細な計画書を別途作成するも

のとする。 

３ 研究期間が複数年度に渡る場合、関係当事者は、年度ごとに当該年度に実施する研究内容等につ

いて定める協定（以下｢年度協定｣という。）を別途締結することができる。 

（研究期間） 

第４条 本研究の実施期間は、２０２３年３月１０日から２０２５年３月３１日までとする。 

２ 前項の研究期間は、関係当事者協議の上、変更することができる。 

（情報等提供） 

第５条 関係当事者は、本研究の実施のために必要な情報、資材（費用の発生する資材は除く）・資

料（以下、併せて「資料等」という。）を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、関

係当事者以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。 

２ 提供された資料等（それに基づき新たに作成された資料等であって甲乙丙協議して指定したもの

を含む。）は、本研究終了後又は本研究中止後、相手方に直ちに返還するものとする。 

（秘密保持・用途制限） 

第６条 関係当事者は、本共同研究の実施に当たり、相手方より提供又は開示を受け、若しくは知り

得た技術上及び営業上の一切の情報等（資料等を含む。以下同じ。）について、第三者に開示･漏洩

してはならない。ただし、次のいずれかに該当する情報等については、この限りではない。 

一 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報等 

二 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報等 

三 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報等 

四 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報等 

五 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報等 

２ 関係当事者は、相手方より提供又は開示を受け、若しくは知り得た技術上及び営業上の一切の情

報等を本研究以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場

合はこの限りではない。 

（研究協力者） 

第７条 関係当事者は、本研究遂行上、関係当事者の役員又は従業員以外の者の参加又は協力を得る

ことが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、その者を研究協力者として本研究に参加させ

ることができる。 

２ 前項において、研究協力者を参加させた関係当事者は、研究協力者となる者及びその者が所属す

る企業又は団体等に本契約の内容を遵守させなければならない。研究協力者による本契約内容の違

反は、当該研究協力者を参加させた関係当事者の本契約の違反を構成するものとする。 

（本研究の終了及び報告書の作成） 

第８条 本研究は、以下のいずれかの事由が生じた時点において終了するものとする。本研究が終了

した日を、以下「本研究終了日」という。 

一 第３条に定める研究目的が達成又は実現されたと関係当事者が合意したとき 

二 第３条に定める研究目的の達成又は実現が不可能又は著しく困難であることが判明し、関係当



事者がその旨合意したとき 

三 第４条に定める研究期間が満了したとき 

四 その他、関係当事者が、本研究を終了させることに合意したとき 

２ 関係当事者は、相互に協力し、本研究の研究期間中に得られた研究の成果について、本研究終了

日後３０日以内、及び本研究の研究期間中で必要と認められる時に報告書をとりまとめるものとす

る。 

（研究費用の負担） 

第９条 甲、乙及び丙は、別表第１に掲げる役割に要する費用を各々負担するものとする。 

２ 研究期間が複数年度に渡る場合、関係当事者は、別途締結する年度協定において、当該年度に

各々が負担すべき研究経費について定めることができる。 

（研究経費により取得した設備等の帰属） 

第１０条 研究経費により、研究の必要上、丙において新たに取得した設備等は、原則として丙に帰

属するものとする。 

（研究の中止又は期間の延長） 

第１１条 天災その他の不可抗力又は止むを得ない事由による本研究の遅延など、当初予測できなか

った事由が生じた場合は、関係当事者協議の上、本研究を中止し、又は研究期間を延長することが

できる。この場合において、関係当事者は本研究の中止又は延長に伴い、相手方に生ずる一切の損

害、損失、責任等について、何ら責任を負わないものとする。 

（進捗状況の報告） 

第１２条 関係当事者は、本契約の有効期間中、定期的に本研究の進捗状況を互いに相手方に報告す

る。なお、定期的な報告以外にも、関係当事者協議の上、必要に応じて進捗状況の確認を求めるこ

とができるものとする。 

（第三者との共同研究の禁止） 

第１３条 関係当事者は、相手方の書面による同意なしに、第三者との間で第３条に規定する研究目

的及び研究内容と同一の目的となる研究を行ってはならない。 

（知的財産権の出願等） 

第１４条 関係当事者は、本共同研究により発明等が生じた場合は、速やかに相互に通知しなければ

ならない。 

２ 前項に規定する発明等に係る知的財産権の持分については、原則として関係当事者間の共有と

し、その持分は原則として均等とするものとする。 

３ 前項に規定する発明等に係る知的財産権を出願等する場合には、共同で出願するものとする。 

４ 前項に規定する知的財産権の出願等の手続及びその権利保全に要する一切の費用は、原則とし

て、関係当事者が均等して負担するものとする。 

５ 甲、乙又は丙は、前項に規定する費用を負担しないときは、当該知的財産権に係る自己の持ち分

を甲、乙又は丙に原則として無償で譲渡することとする。譲渡に必要な事項は、別途、関係当事者

間にて協議して定めるものとする。 

６ 第３項の規定にかかわらず、関係当事者は、外国において知的財産権を出願等する場合は、別途

協議してこれを定めるものとする。 

（研究成果の公表等） 

第１５条 関係当事者は、本契約の有効期間中及び契約終了後３年間は、本研究によって得られた研

究成果を公表、又は第三者に開示しようとする場合には、その内容、時期、方法等について、あら

かじめ書面により相手方の承諾を受けるものとする。 



（研究成果の実施） 

第１６条 関係当事者は、本研究の成果及び第１４条の規定による共有の知的財産権について関係当

事者以外の第三者（それぞれの子会社を含む。）に実施させる場合には、あらかじめ双方協議し、

実施の可否及びその条件等を定めるものとする。 

２ 前項の規定に基づき、共有の知的財産権を第三者に実施させた場合の実施許諾料は、当該知的財

産権に係る関係当事者の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。 

（持分の譲渡等） 

第１７条 関係当事者は、本研究の結果生じた発明等に係る特許権の持分を第三者に譲渡する場合に

は、あらかじめ書面により相手方の承諾を受けるものとする。 

（利用発明等） 

第１８条 関係当事者は、第１４条に規定する発明の利用発明又は改良発明（以下「利用発明等」と

いう。）をし、これらについて知的財産権の出願等をしようとするときは、その内容を相手方に書

面で事前に通知しなければならない。 

２ 前項による通知があったとき、関係当事者は、その都度協議し、当該利用発明等の取扱いについ

て決定するものとする。 

（有効期間等） 

第１９条 本契約の有効期間は、第４条に定める期間とする。ただし、第１４条及び第１５条の規定

は当該条項が定める期間、第１６条から第１８条の規定は第１４条に規定する発明等に係る知的財

産権の存続する期間中、第６条の規定は本契約の有効期間満了後もなお３年間有効に存続するもの

とする。 

（協議） 

第２０条 本契約に定めのない事項又はこの契約の各条項の解釈、運用に疑義を生じたとき、あるい

は重大な事情の変更があったときは、関係当事者協議の上、これを処理するものとする。 

（準拠法及び裁判管轄） 

第２１条 本契約の準拠法は日本法とする。 

２ 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

この契約の締結を証するため、本契約書３通を作成し、甲、乙及び丙それぞれ１通を保管するものと

する。 

年 月 日 

（甲） 東京都千代田区霞が関一丁目４番１号 

首都高速道路株式会社 

 代表取締役社長  前田 信弘 

（乙） 東京都千代田区麹町五丁目１番地 

首都高機械メンテナンス株式会社 

 代表取締役社長  仲嶋 英二  

（丙） 住所 

○○○株式会社 

 代表者氏名 



別表第１ 

区分 所属部署 本研究における主役割 

甲 首都高速道路株式会社 ・関係機関との協議及び協議資料作成 

・実証試験に要する電源供給 

・実証試験データ取りまとめ及び報告書作成の 

補助 

・効率的な点検手法の立案の補助 

乙 首都高機械メンテナンス株式会社 ・関係機関との協議及び協議資料作成の補助 

・効率的な点検手法の立案 

・実証試験データ取りまとめ及び報告書作成の 

補助 

丙 ○○○株式会社 ・遠隔装置の製作、設置及び維持等、点検システム

の構築 

・実証試験データ取りまとめ及び報告書作成 


